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用 語 の 定 義 

 この防災計画における用語の定義は、次に定めるところによる。 

１ 石 災 法 ････ 石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号）をいう。 

２ 防 災 計 画 ････ 石災法第 31 条第１項の規定に基づき作成した青森県石油コンビ

ナート等防災計画をいう。 

３ 特 別 防 災 区 域 ････ 石災法第２条第２号に定める青森県石油コンビナート等特別防災

区域をいう。 

４ 防 災 本 部 ････ 石災法第 27 条第１項の規定に基づき設置された青森県石油コン

ビナート等防災本部をいう。 

５ 現 地 防 災 本 部 ････ 石災法第 29 条第１項の規定に基づき設置する青森県石油コンビ

ナート等現地防災本部をいう。 

６ 所 在 市 村 ････ 特別防災区域が所在する市村をいう。 

７ 所 在 消 防 本 部 ････ 特別防災区域が所在する市村を管轄する消防本部をいう。 

８ 指 定 市 町 村 等 ････ 所在市村を除き、知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認

めて指定した市町村並びに当該市町村に置かれる消防本部をい

う。 

９ 関 係 市 町 村 等 ････ 所在市村、所在消防本部及び指定市町村等をいう。 

10 防 災 関 係 機 関 ････ 青森県、関係市町村等及び自衛隊並びに石災法第 27条第３項第４

号に定める、関係特定地方行政機関及び関係公共機関をいう。 

11 特 定 事 業 所 ････ 石災法第２条第４号及び第５号に定める第１種事業所及び第２種

事業所をいう。 

12 その他の事業所 ････ 特別防災区域内に所在する特定事業所以外の事業所をいう。 

13 特 定 事 業 所 等 ････ 特定事業所及びその他の事業所をいう。 

14 特 定 事 業 者 ････ 石災法第 2条第 7号及び第 8号に定める第 1種事業者及び第 2種

事業者をいう。 

15 そ の 他 事 業 者 ････ その他事業所を設置している者をいう。 

16 特 定 事 業 者 等 ････ 特定事業者及びその他事業者をいう。 

17 防災関係機関等 ････ 防災関係機関及び特定事業者等をいう。 

18 自衛防災組織等 ････ 石災法第 16条第１項に規定する自衛防災組織、同法第 19条第１

項に規定する共同防災組織をいう。 

19 広域共同防災組織 ････ 石災法第 19条の２第１項に規定する広域共同防災組織をいう。 

  



 

目     次 

 第１章 総則 

 

第１節 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第２節 計画の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第３節 計画の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第４節 特別防災区域の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第５節 計画の習熟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

第６節 計画の修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

 

 第２章 防災組織 

 

第１節 組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

第２節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 ・・・・・・・・ １２ 

 

 第３章 災害の想定 

 

第１節 災害想定の基本的な考え方 ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ １９ 

第２節 想定される災害事象とアセスメントの方法 ・・・・・・・・・・・ １９ 

 

 第４章 災害予防計画 

 

第１節 危険物等災害予防対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

第２節 海上災害予防対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

第３節 自然災害予防対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

第４節 航空機による災害の予防対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

第５節 気象通報等の伝達  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

第６節 防災施設、設備及び資機材等の整備  ・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

第７節 防災教育及び防災訓練  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

第８節 防災に関する調査研究  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

第９節 緑地等の設置  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

第 10節 避難対策   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

第 11節 防災に関する広報広聴活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４ 

 

 第５章 災害応急対策計画 

 



 

第１節 災害応急活動の基準となる災害の区分 ・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

第２節 災害発生時の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

第３節 現地防災本部の設置及び組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

第４節 災害情報の伝達及び広報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

第５節 火災等防御  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６０ 

第６節 自然災害応急対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６ 

第７節 救急医療  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６９ 

第８節 避難  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７０ 

第９節 交通規制等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７２ 

第 10節 警戒警備等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７３ 

第 11節 防災資機材の調達及び輸送  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７５ 

第 12節 応援要請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６ 

第 13節 特定事業者間の相互応援体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９ 

 

 第６章 災害復旧対策計画 

 

第１節 災害復旧対策の基本方針  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１ 

第２節 公共施設の災害復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１  

第３節 特定事業者及び被災者の災害復旧  ・・・・・・・・・・・・・・・ ８１  

 

 第７章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

 

第１節 総則  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

第２節 地震発生時の応急対策等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備  ・・・・・・・・・・・ ８３ 

第４節 防災訓練  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

第５節 地震防災上必要な教育及び広報活動  ・・・・・・・・・・・・・・ ８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 沿  革 

 

策定 昭和５２年 ３ 月 ３ 日 

修正 昭和５６年 ４ 月３０日 

修正 昭和５８年 ９ 月１２日 

修正 平成 ４ 年 ２ 月１８日 

修正 平成 ９ 年 ２ 月２０日 

修正 平成１１年 ２ 月１８日 

修正 平成１８年１２月２６日 

修正 平成２３年 ２ 月２４日 

修正 平成３０年 ３ 月２７日 

修正 平成３１年 ３ 月２５日 

 

 


